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瀬戸内海を豊かな海とするための課題解決を求める要望書 

 

平成 27 年 9 月に瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律（以下、改正瀬戸法）

が成立し、瀬戸内海を豊かな海とするための施策が展開されていますが、瀬戸内海を生業と

する漁業者にとっては一刻の猶予もない状況にあります。 

我々漁業関係者としても、湾・灘ごとの実状に応じて、瀬戸内海を豊かな海とするための

取組を推進しておりますが、幾つかの課題があり不十分な状況にあります。 

つきましては、平成 27 年 12 月 8 日開催の瀬戸内海再生議員連盟総会にて要望いたしまし

た「瀬戸内海を豊かな海とするための要望書」の内容に基づき、早急に課題解決が必要な事

項について、下のとおり要望いたしますので、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
（１）沿岸域の良好な環境の保全・再生及び創出のためのロードマップの策定と確実な実

行 

生物の多様性及び生産性を確保するため、藻場、干潟その他の良好な沿岸域は欠かせない

存在でありますが、これまで都市部の沿岸域を中心とした埋め立てにより、沿岸域は数多く

失われてきました。 

平成 27 年 2 月、環境省において瀬戸内海環境保全基本計画が新たに策定され、「瀬戸内海

の沿岸域の環境の保全、再生及び創出」等の取組みが国の関係省庁（環境省、水産庁、国土

交通省等）及び地方自治体で実施されていることと存じます。 

しかし、このためのロードマップの策定と確実な実行が漁業関係者としては不明瞭な状況

であり、明確にして頂きますようお願いします。 

 

 

（２）－１ 栄養塩と漁獲量の関係性の解明とその結果に基づいた所要の措置 

改正瀬戸法附則において、「政府は、（略）瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関す

る調査及び研究に努めるものとし、その成果を踏まえ、この法律の施行後五年を目途として、

瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされており、現在、国及び地方自治

体を挙げて、調査及び研究、並びに、科学的知見の解析に努めていただいているところです。 

ついては、改正瀬戸法附則の「調査及び研究の成果」と「瀬戸内海における栄養塩類の管

理の在り方についての検討」等を踏まえ、海の基礎生産を支える栄養塩の重要性や水産資源

との関係性について、できる限り早く改正瀬戸法に明記及び現行附則を削除し、国の関係省

庁及び地方自治体が連携のもと、湾灘毎の実情に応じて、現行の富栄養化対策に加え、貧栄

養化対策に係る具体的施策を検討の上、措置を講じて頂きますようお願い申し上げます。 
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（２）－２ 赤潮（有害ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）並びに貝毒（有毒ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）の発生メカニズムの解明と

その対策の実施 

瀬戸内海における赤潮の発生状況を見ると、昭和 51 年まで年々増加傾向でしたが、負荷

削減等の富栄養化対策が実施されるようになり、赤潮発生件数は昭和 62 年頃に 100 件前後

へと減少しました。しかし、今なお毎年 100 件前後の赤潮の発生、うち魚類養殖被害も毎年

10 件前後発生しております。近年は、瀬戸内海の中でも栄養塩濃度が低い豊後水道側で赤

潮（有害ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）による魚類養殖被害が大きい状況です。 

また、瀬戸内海全域で貧栄養化が進み、珪藻類の減少とともに、貝毒（有毒ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ）が

頻繁に発生し、貝類の生産に被害を与えています。 

豊かな海を目指していく上で、湾灘毎に漁業の実態を踏まえたバランスの良い適正な栄養

塩の管理がとても重要であり、これに向けた具体的施策の検討実施をお願いします。 

具体的には、有害ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ並びに有毒ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの発生メカニズムの解明（珪藻と渦鞭毛藻と

の栄養塩競合メカニズム等の解明）や国を挙げたモニタリング体制の整備、それら防除に向

けた施策の実施をお願いします。 

 

 

（３）～（７） 

いずれの項目についても、早急に成果が表れるよう取り組んで頂きたくお願いします。 

※ 瀬戸内海再生議員連盟総会（平成 27 年 12 月 8日開催）瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議 提出資料参照 

 

 

＜追加＞ 

（８）瀬戸内海海域のＣＯＤ（化学的酸素要求量）環境基準に関する検討 

これまで水質総量削減等の施策により陸域からのＣＯＤ発生負荷量は、30 年前と比べて

半減されてきました。しかしながら、海域のＣＯＤ環境基準達成状況は、沿岸に近いＣ類型

（大阪湾の湾奥部等）の海域では 30 年以上前から既に達成されているものの、沿岸から離

れたＡ類型の海域では横ばい、もしくは、未達成の海域が増えている状況であり、ＣＯＤの

水質総量削減の効果が水質に反映されているとは言えない状況にあります。それとは裏腹に、

海を毎日見ている漁業者としては、30 年前からは見違える程にかなりきれいになったと感

じ、さらに貧栄養海域が広がることを危惧しております。 

このようなことから、昨年、瀬戸内海においては、水質汚濁に関する一定の基準は必要で

あるものの、改正瀬戸法に基づく生物生産性・多様性の高い豊かな海を目指していく上で、

海域のＣＯＤを環境基準として使用することが適切かどうかを検討いただきますようお願

いしたところ、必要な検討を行うとの回答を頂きましたが、早急な対応をお願いいたします。 
 

以上 
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瀬戸内海再生議員連盟総会（平成 27 年 12 月 8 日開催） 

瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議 提出資料 
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